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代表・一般質問を平成16年９月
21日・22日・24日に開会した
第３回定例会本会議で行いました。
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代
表
・一
般
質
問

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

【
問
】
法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
、
必

要
な
場
合
に
は
、
指
定
管
理
者
に
公

の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
導
入
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
委
託

方
法
と
比
較
し
て
、
コ
ス
ト
面
で
ど

の
様
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
伺
う
。

　
ま
た
、
指
定
管
理
者
が
行
う
サ
ー

ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
ど
の
様
に
チ
ェ
ッ

ク
す
る
の
か
伺
う
。

【
答
】
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
、
コ
ス
ト

の
縮
減
に
つ
い
て
は
期
待
さ
れ
る
効

果
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
コ
ス
ト

面
で
は
人
件
費
相
当
分
に
お
け
る
縮

減
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。

　
サ
ー
ビ
ス
の
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て

は
、
日
常
の
中
で
区
民
か
ら
の
声
に

注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
実
績
報
告

な
ど
の
提
出
や
、
行
政
評
価
に
よ
る

評
価
な
ど
を
通
じ
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
整
え
て
い
く
。

「
新
東
京
タ
ワ
ー
」
誘
致
に
つ
い
て

【
問
】
新
東
京
タ
ワ
ー
を
足
立
区
に

誘
致
す
る
た
め
に
、「
新
東
京
タ
ワ
ー

建
設
促
進
議
員
連
盟
」
を
設
置
し
、

足
立
区
の
観
光
名
所
、
世
界
の
観
光

名
所
を
造
ろ
う
と
活
動
し
て
い
る
。

足
立
区
と
し
て
、
新
東
京
タ
ワ
ー
建

設
誘
致
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
様
に

活
動
を
進
め
て
い
く
の
か
伺
う
。

【
答
】「
新
東
京
タ
ワ
ー
誘
致
検
討

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
設
置
し
た
。
顧

問
と
し
て
早
稲
田
大
学
の
伊
藤
滋
教

授
が
就
任
す
る
。

　
こ
の
Ｐ
Ｔ
の
下
に
は
政
策
経
営
部
、

産
業
経
済
部
、
都
市
整
備
部
、
土
木

部
で
構
成
す
る
作
業
部
会
を
設
置
し
、

新
東
京
タ
ワ
ー
を
建
設
・
管
理
す
る

特
定
目
的
会
社
の
機
能
と
事
業
収
支
、

立
地
別
の
来
訪
者
の
推
計
、
駐
車
場

等
の
関
連
施
設
量
を
精
査
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
や
道

路
等
の
都
市
基
盤
の
整
備
状
況
を
調

査
し
、
整
備
量
も
精
査
す
る
。

電
子
入
札
の
導
入
に
つ
い
て

【
問
】
指
名
競
争
入
札
で
は
、
入
札

業
者
を
行
政
が
指
名
す
る
こ
と
で
、

入
札
に
責
任
を
持
つ
こ
と
だ
と
考
え

て
い
る
。
一
般
入
札
に
す
れ
ば
、
区

内
業
者
の
育
成
に
も
な
ら
ず
、
適
切

で
な
い
業
者
を
排
除
す
る
こ
と
も
出

来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 

電
子
入
札
の
導
入
と
指
名
競
争
入

札
の
考
え
方
を
ど
の
様
に
融
合
さ
せ

て
い
く
の
か
伺
う
。

【
答
】
平
成
17
年
４
月
以
降
、
工
事

請
負
契
約
の
一
部
か
ら
段
階
的
に
電

子
入
札
を
導
入
す
る
。
導
入
当
初
は
、

現
行
の
指
名
競
争
と
電
子
入
札
に
よ

る
条
件
付
一
般
競
争
入
札
を
併
用
し

て
い
く
。
将
来
は
、
入
札
は
全
て
電

子
入
札
と
す
る
予
定
だ
が
、
区
内
業

者
の
育
成
の
観
点
か
ら
、
区
内
業
者

が
優
先
し
て
競
争
に
参
加
で
き
る
方

針
を
維
持
し
て
い
く
。

清
掃
職
員
の
退
職
不
補
充
に
つ
い
て

【
問
】
ご
み
収
集
運
搬
を
民
間
委
託

し
て
い
る
自
治
体
の
例
を
見
る
と
、

約
50
％
の
経
費
が
削
減
で
き
て
お
り
、

今
ま
で
の
半
分
以
下
の
経
費
で
足
り

る
。
こ
の
削
減
し
た
経
費
は
、
高
齢

化
対
策
、
少
子
化
対
策
に
向
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
清
掃
職
員

の
退
職
不
補
充
は
今
後
も
堅
持
す
べ

き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
清
掃
事
業
も
区
民
の
貴
重
な

税
金
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
区
と
し
て

は
、
最
大
限
の
効
率
化
を
目
指
し
、

作
業
計
画
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
し
尿
及
び
資
源
収
集
の
民
間
委

託
を
行
う
な
ど
し
て
、
退
職
不
補
充

を
貫
い
て
き
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
民
間
委
託
を

含
め
経
費
の
節
減
に
努
力
し
て
い
く
。

生
活
保
護
事
業
適
正
運
用
に
つ
い
て

【
問
】
昨
年
の
足
立
区
の
生
活
保
護

不
正
受
給
に
よ
る
返
還
命
令
額
は
、

５
千
800
万
円
に
達
し
、
返
還
率
は
約

12
％
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
区
は
、
資
産
調
査
専
門
委
員
を
活

用
し
、
厳
正
に
生
活
保
護
事
業
に
対

処
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
事
業
適
正
運
用
の
た
め

に
、
実
態
調
査
等
を
強
化
す
べ
き
と

思
う
が
、
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て

伺
う
。

【
答
】
生
活
保
護
を
適
正
に
実
施
し

て
い
く
た
め
に
は
、「
正
し
い
収
入

認
定
」「
正
し
い
保
護
費
の
決
定
」

及
び
「
正
し
い
保
護
費
の
使
い
方
」

の
徹
底
が
重
要
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
情
報
収
集
の
た
め
、
就

労
支
援
専
門
員
及
び
資
産
調
査
専
門

員
の
活
用
を
図
り
、
民
生
委
員
の
方
々

な
ど
の
情
報
を
参
考
に
生
活
保
護
の

適
正
実
施
の
た
め
の
実
態
調
査
を
一

段
と
強
化
し
て
い
く
。

保
育
料
の
適
正
化
と
保
育
園
で
の
食

材
費
の
あ
り
方
に
つ
い
て

【
問
】
足
立
区
で
は
、「
地
域
保
健

福
祉
推
進
協
議
会 

子
育
て
支
援
専

門
部
会
」
を
設
置
し
、
子
育
て
支
援

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
聞
く
。

　
保
育
料
の
適
正
化
に
つ
い
て
、
ま

た
、
保
育
園
で
の
食
材
費
の
あ
り
方

に
つ
い
て
ど
の
様
に
検
討
し
て
い
る

の
か
伺
う
。

【
答
】
子
育
て
世
帯
間
の
公
平
性
・

バ
ラ
ン
ス
性
を
考
慮
し
た
新
た
な
保

育
料
の
仕
組
み
が
審
議
会
か
ら
示
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
保
育
園
で
の
食
材
費
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
認
可
保
育
園
の
食
材
費

相
当
分
を
保
護
者
負
担
と
す
る
こ
と

は
、
妥
当
と
考
え
て
い
る
。

専
業
主
婦
に
対
す
る
子
育
て
サ
ポ
ー

ト
の
あ
り
方
に
つ
い
て

【
問
】「
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
お

け
る
児
童
の
養
育
」
を
支
援
す
る
施

策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
専
業
主
婦
に
対

す
る
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
区
は
ど
う
考
え
る
か
伺
う
。

　
ま
た
、
私
立
幼
稚
園
を
活
用
し
た

預
か
り
保
育
を
充
実
す
べ
き
と
思
う

が
、
ど
う
か
。

【
答
】
専
業
主
婦
を
含
め
た
子
育
て

支
援
策
と
し
て
、「
子
育
て
サ
ロ
ン
」

や
「
子
育
て
ホ
ー
ム
サ
ポ
ー
ト
事
業
」

な
ど
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
今
後
は
私
立
幼
稚
園
で
の

預
か
り
保
育
の
現
状
把
握
や
支
援
の

あ
り
方
な
ど
、
関
係
機
関
と
の
検
討

を
進
め
て
い
く
。

基
礎
学
力
充
実
の
た
め
の
習
熟
度
別

教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て

【
問
】
６
月
10
日
に
発
表
さ
れ
た
平

成
15
年
度
、
児
童
・
生
徒
の
学
力
向

上
を
図
る
た
め
の
調
査
報
告
書
で
は
、

足
立
区
で
は
５
教
科
の
成
績
が
23
区

の
中
で
、
最
低
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ

た
。
区
教
委
は
、
一
日
も
早
い
対
策

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
基
礎
学
力
の
充
実
の
た
め
、
習
熟

度
別
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
が
、

ど
う
か
。

【
答
】
児
童
・
生
徒
の
実
態
や
、
教

科
、
単
元
に
よ
っ
て
習
熟
に
応
じ
た

指
導
を
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
と
考

え
て
い
る
。

　
各
学
校
で
は
、
児
童
・
生
徒
の
状

況
を
踏
ま
え
、
様
々
な
習
熟
度
別
教

育
の
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。

　
教
育
委
員
会
で
は
各
学
校
の
実
践

を
ま
と
め
た
資
料
を
作
成
す
る
等
、習

熟
度
別
教
育
の
普
及
に
努
め
て
い
く
。

学
校
改
築
計
画
に
つ
い
て

【
問
】
平
成
20
年
代
の
学
校
施
設
の

大
量
建
替
え
に
向
け
て
、
中
期
的
な

財
政
計
画
や
複
合
化
計
画
な
ど
の
「
青

写
真
」
が
早
期
に
必
要
に
な
る
と
考

え
る
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
代
に

か
け
て
建
設
さ
れ
た
学
校
施
設
が
一

斉
に
改
築
時
期
を
迎
え
る
た
め
、
平

成
20
年
代
に
は
、
年
２
校
か
ら
３
校

の
改
築
が
必
要
に
な
る
と
予
想
す
る
。

教
育
委
員
会
と
し
て
、
学
校
施
設
の

標
準
的
な
仕
様
に
つ
い
て
検
討
し
、

資
金
計
画
の
精
度
を
上
げ
て
い
く
。

　
ま
た
、
改
築
実
績
の
検
証
も
加
え
、

改
築
事
務
の
効
率
化
も
図
る
。

　
な
お
、
改
築
計
画
の
立
案
に
あ
た
っ

て
は
、
近
隣
公
共
施
設
と
の
複
合
化

や
機
能
の
集
約
化
等
を
視
野
に
入
れ
、

早
期
に
青
写
真
を
策
定
し
て
い
く
。

学
校
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
施
設
の

複
合
化
に
つ
い
て

【
問
】
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
公
共

施
設
の
複
合
化
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
手
法
等
、
新
た
な
施
設
整
備
手

法
の
導
入
に
様
々
な
課
題
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
も
視
野
に
い
れ
た
幅
広
い
議
論

を
行
い
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど

う
か
。

【
答
】
現
行
法
で
は
、
学
校
に
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
で
き
な
い
た
め
、

学
校
と
公
の
施
設
を
複
合
化
す
る
場

合
な
ど
に
一
体
と
し
て
運
営
す
る
こ

と
に
関
し
て
の
課
題
が
あ
り
、
今
後

検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
指
定
管
理
者
制
度
自
体

は
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営
を
広
く

民
間
に
開
放
す
る
制
度
で
あ
り
、
積

極
的
に
導
入
を
図
っ
て
い
く
。

生
活
保
護
事
業
に
お
け
る
資
産
調
査

員
の
活
用
に
つ
い
て

【
問
】
生
活
保
護
不
正
受
給
や
年
金

受
給
権
調
査
な
ど
を
行
う
資
産
調
査

専
門
員
を
設
置
す
る
と
聞
く
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
期
待
す
る
効
果
は
ど

の
様
な
こ
と
で
あ
る
の
か
伺
う
。

　
ま
た
、
専
門
員
の
費
用
対
効
果
や

数
値
目
標
の
説
明
を
求
め
る
。

【
答
】
障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い

な
が
ら
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
な
い
被
保
護
者
の
判
明
等
を
期




